
認定指導医・認定専門医 更新条件変更のお知らせ 

 

2024年2月29日開催の理事会に於いて，下記の改正案が承認されましたので報告いたし

ます。 

一般社団法人 日本脳神経外傷学会 専門医制度施行細則 

第10条4項ならびに第17条4項  

（改訂前）最近5年間で3回以上の専門医指導医講習会の参会報告 

（改訂後）最近5年間で2回以上の専門医指導医講習会の参会報告 

 

上記改正に伴い，認定指導医・認定専門医の更新申請には下記の３条件をすべて満た

すことが必要となりますので，ご留意ください。 

 

l ５年間で３回以上の学術総会への参加 

 

l ５年間で２回以上の脳神経外傷学会での発表（共同演者も可）， 

あるいは２回以上の機関誌「神経外傷」への掲載（共同著者も可） 

 

l ５年間で，２回以上の専門医指導医講習会の参加 

 

 

一般社団法人 日本脳神経外傷学会 

専門医検討委員会 委員長 間瀬 光人 

理事長 吉野 篤緒 

 


